
氏　名 役 職 等 選任区分 新任・再任

伊藤
いとう

　美知子
み ち こ 元長野県ＰＴＡ連合会 副会長 家庭教育関係者 新任

小池
こいけ

　　玲子
れいこ 長野県社会教育委員連絡協議会 会長 社会教育関係者 再任

関
せき

　　　正浩
まさひろ 長野県白馬高等学校 校長 学校教育関係者 新任

長峰
ながみね

　　夏樹
なつき 長野県社会福祉協議会 総務企画部長 社会教育関係者 再任

西
にし

　　　一夫
かずお 信州大学教育学部 教授（副学部長） 学識経験者 再任

樋口
ひぐち

　　正幸
まさゆき 合同会社小滝プラス 代表社員 社会教育関係者 新任

堀内
ほりうち

　　絹予
きぬよ 上田市立神科小学校 校長 学校教育関係者 新任

森田
もりた

　　　舞
まい ゆめサポママ＠ながの 共同代表 家庭教育関係者 新任

柳澤
やなぎさわ

　　礼子
れいこ 長野県公民館運営協議会 副会長

佐久市中央公民館 館長
社会教育関係者 新任

　任期：令和３年（2021年）５月１日から令和５年（2023年）４月30日まで

長野県社会教育委員の委嘱について（案）

文化財・生涯学習課　

　長野県社会教育委員として、次のとおり委嘱する。

　　　設置根拠
　
　　【社会教育法】
　　　第15条　都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。
　　　　２　　社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。
　　　第18条　社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項は、当該地方
　　　　　　　公共団体の条例で定める。

　　【長野県社会教育委員条例】
　　　第２条　委員の委嘱の基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者
　　　　　　　並びに学識経験者のある者のうちから委嘱することとする。
　　　第３条　委員の定数は、９人とする。
　　　第４条　委員の任期は、２年とする。

　委嘱委員９名 （五十音順・敬称略）　


